
介護予防・日常生活支援総合事業の
訪問型サービスについて

健康福祉局地域包括ケア・

高齢者支援課



平成１２年４月 介護保険法施行

平成１７年改正（平成１８年４月施行）

○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。介護予防ケアマネジメントは地域包括支援セン
ターが実施。介護予防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実施。）
○施設給付の見直し（食費・居住費を保険給付の対象外に。所得の低い方への補足給付。）
○地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第１号保険料の設
定 など

平成２３年改正（平成２４年４月施行）

○地域包括ケアの推進。２４時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。介護予
防・日常生活支援総合事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予
○介護職員によるたんの吸引等。有料老人ﾎｰﾑ等における前払金の返還に関する利用者保護。
○介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和。地域密着型サービスの公募・選考に
よる指定を可能に。各都道府県の財政安定化基金の取り崩し など

第１期
（平成１２年度～）

第２期
（平成１５年度～）

第３期
（平成18年度～）

第４期
（平成21年度～）

第５期
（平成２４年度～）

第６期
（平成２７年～）

今般の制度改正 （地域包括ケアシステムの強化ための介護保険法等の一部を改正する法律）

介護保険制度の改正の経緯
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平成２０年改正（平成２１年５月施行）

○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制の整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時の
サービス確保の義務化 など

第7期
（平成30年～）

平成２６年改正（平成２７年４月等施行）
○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進
等）
○全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化
○低所得の第一号被保険者の保険料の軽減割合を拡大
○一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ（平成２７年８月） など



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分
以内に必要なサービスが提供される日常
生活圏域（具体的には中学校区）を単位と
して想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保さ
れる体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。

厚生労働省資料

3

馴染みの関係の中で，お互いに気に
かけながら生活できることをめざす



4
（厚生労働省資料）



介護予防・日常生活支援総合事業の
類型

（厚生労働省資料）



フォーマルサービス
（共助）

インフォーマルサポート
（地域の助け合い・互助）

従前
相当

A
類型

C
類型

B
類型

求められる専門性

支援の内容

担当部門

担い手の性質

専門性は必要ない自立支援を意識した専門性

多 様より標準化

多様な部門介護・高齢者・保健部門

より個人に近い組織化されている

総合事業
による支援

セルフケア
（自助）

具体的な
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行政のアプローチをかえる

一般的な行政のベクトル

地域づくり（整備事業）のベクトル

資料：三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング「新しい総合事業における移行戦略
のポイント解説（概要版）」 （平成27年度老人保健事業推進費等補助金）



１．介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況（全国）

厚生労働省HPから抜粋したものを県が加筆（吹き出し部分）

従前相当以外の多様なサービス
が伸びていない



厚生労働省HPから抜粋したものを県が加筆（吹き出し部分）

訪問B，訪問D，通所Bが特に
実施が伸びていない。

１．介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況（全国）
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１．介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況
（県）

広島県介護予防・日常生活支援総合事業実施
状況調査結果（令和元年５月1日現在）



１、住民などが独自に運行して外出支援をしている事例

２、市町村の車（保険付）で住民が運行している事例

３、社会福祉法人の空車両を活用した買物支援やサロン

送迎の事例

４、介護保険会計から団体に補助金が入る仕組みで

移動支援をしている事例

５、市町の一般会計から移動の付添者に補助をする仕組
み

住民
の車

住民

がｻｰﾋﾞｽ

調整

登録等の手
続き不要の
形 態で行わ
れて いること
が多い

運
賃
は
不
可

利用者の
制限は
ない

社福
の車

市の
車

支えあい・たすけあいの移動サービ
ス

住民

のドライバー

社会福祉法人

のドライバー

全国の事例

令和元年度総合事業推進セミナー（山口県・中国四国厚生局共催）資料
（講師 医療経済研究機構 服部真治氏 資料）を
広島県県が一部改変（赤枠を追加）



訪問型サービスDの２つの類型

ケース１）通院や買物等

通院等をする場合における送迎前後の付添支援

病院等

ケース 2) 通所目的 「サロン送迎型」

通所型サービスＢにおいて、その送迎を別主体が実
施

通いの場

• ケアマネジメントに基づ
き必要に応じて付添や
見守りを行う

• 目的地は生活支援の
範囲内であれば、通
院のほか買物支援も
可

• 通所型サービスB
や一般介護予防
事業による通いの
場（サロン等）の
送迎を別主体が行
う場合

令和元年度総合事業推進セミナー（山口県・中国四国厚生局共催）資料
（講師 医療経済研究機構 服部真治氏 資料）



訪問D ケース１）通院や買物等

市町村が(介護保険財源から)拠出できる補助金

• 補助金は、サービス調整の人件費等の間接経費のみ (車両や

ガソリン代等の補助は不可）

訪問D ケース 2) 通所目的 「サロン送迎型」

• 補助金は、間接経費のほか、ガソリン代など送迎にかかる実費、車両購入
費など具体的な対象経費は、市町村の判断に委ねられている

ケース１）の場合も、一般財源からの補助は可能

＜2017.8.25「国交省」通知＞ボランティア団体等が地域住民にサービスを提供
するにあたり、市区町村所有の車両を使うときは道路運送法上の許可・登録は
不要。団体に対して車両の購入費や維持管理経費(＊)の全部や一部を市区町
村が補助する場合も同様（ただし、補助金に運転者の人件費や報酬が含まれる
場合は登録等が必要）
(＊)維持管理費：駐車場代、保険料、車検代、自動車税、消耗品代を含む

令和元年度総合事業推進セミナー（山口県・中国四国厚生局共催）資料
（講師 医療経済研究機構 服部真治氏 資料）



厚生労働省「地域包括ケア「見える化システム」」の「取組事例」から引用し，
広島県が一部改変（赤下線を追加）

訪問Dの事例山口県防府市



第1層 市町村全域 中間支援組
織

地縁組織

社協 包括

市町村

協議体

民間企業
ボランティア
団体

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

協議体

地区社協

包括NPO

意欲ある
住民

コーディネーター・協議体の配置・構成のイメージ

町内会 包括

介護サービ
ス事業所

意欲ある
住民

協議体

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

第1層コーディネーター

第２層
コーディネーター

第３層
コーディネーター

厚生労働省資料を広島県が改変（吹き出し部分追加
14

NPO

協議体
多様な関係主体できる間の定期
的な情報共有及び連携・協働によ
る取組を推進

生活支援コーディネーター
地域に出向き，地域の状況を把
握し，地域の関係者と共同し足り

ないものは作り出す役割



まとめ

①移動に関してのニーズをつかむ

（生活支援コーディネーター，市町内の会議等）

②そして，一緒に地域で検討する体制があると

良い。（協議体）

③実施方法を決める

（訪問Dは活用できる一つの方法）


